
大韓民直副

※家族関係登録に係る証拠調べ（調査嘱託）により戸籍謄本等の取得を要請する場合，嘱託先

は，対象者の登録基準地または住所地の市（区） 。邑・面の長としてください。

ただし，調査嘱託害の宛先は， 「大韓民国管轄裁判所」となります。
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